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午前10時00分開会 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 町田正一議員、今西菊乃議員から欠席の届け出があっております。 

 ただいまの出席議員は２４名であり、定足数に達しております。ただいまから、平成２０年第

１回壱岐市議会臨時会を開会します。 

 これから、議事日程第１号により、本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１６番、久間進議員及び

１７番、大久保洪昭議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（深見 忠生君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日と決定し

ました。 

 本臨時会の招集に当たり、市長よりあいさつの申し出がありますので、これを許します。長田

市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  皆さんおはようございます。 

 本日ここに、平成２０年第１回市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様方には御

健勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、今月１日には川添石油株式会社様から、壱岐市に対しまして自動体外式除細動器、いわ

ゆるＡＥＤでございますが１０台、約３００万円相当でございます、を寄贈いただきました。 

 これは、同社が２月１日をもって創立６０周年を迎えられることを記念いたしまして、壱岐市

民の皆様に何か貢献したいとの思いで今回寄贈されたものでございます。川添石油株式会社様に

は、この場をお借りしまして心より厚くお礼を申し上げます。 

 寄贈いただきました器具に関しましては、市内主要施設に設置いたしまして、緊急の際の人命

救助等に役立てる所存でございますので、御報告を申し上げます。 

 また、壱岐市の最重要課題であります雇用の場の確保のため、市といたしましてはさらなる企

業誘致を進めておりましたが、福岡県行橋市に本社を置く株式会社マツオの壱岐市内への進出が

このたび決定をし、その立地発表式を１月２５日に開催することができました。 

 同社は、精密機械加工や精密板金加工を行う企業でございまして、壱岐工場の操業開始当初の

体制といたしましては、社員、非常勤社員を含め計８名を雇用されるとのことでございます。ま

た、本格創業になりますと総勢２５名ぐらいまで事業規模を拡大されると、このように聞いてお

ります。 

 これは、不況に苦しむ本市におきましては大変明るい話題であり、立地に向けてひとかたなら

ぬ御理解と御尽力賜りました株式会社マツオ、松尾信芳代表取締役を初め、長崎県御当局、また

その他関係機関に対しまして深甚なる敬意と感謝の意を表する次第でございます。 

 市といたしましては、今後もさらなる雇用の場の創出に努め、活気あふれる、魅力あふれるま

ちづくりに全力を挙げる所存でございますので、今後ともより一層の御理解と御協力を賜ります

ようにお願いを申し上げます。 

 それでは、本日提出させていただきました案件は、壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工

事請負契約の締結変更にかかる案件１件でございます。どうか十分な審議をいただきまして、御

賛同賜りますようにお願いを申し上げまして、開会のあいさつといたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 
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────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１号 

○議長（深見 忠生君）  日程第３、議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事請負

契約の変更についてを議題とします。 

 ただいま上程いたしました議案について、提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  提案理由の説明は担当部長にさせますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

〔総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君） 登壇〕 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤施設整備

工事請負契約の変更について御説明申し上げます。 

 壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事請負契約を下記のとおり変更するため、地方自治

法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的は、壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事、２、契約の方法は随意契約、

３、変更後契約金額は３億５,３０７万４,０５０円、現契約金額が３億３,７５７万５,０００円

で、１,５４９万９,５００円の増加となります。４、契約の相手方は記載のとおりでございます。 

 提案理由は、壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事におきまして、伝送路設備、これは

電柱及び接地線でございますが、これを変更し施工するため契約金額を変更する必要がございま

す。 

 次のページをお開き願います。今回の変更理由でございますが、１の自営柱の設置について、

伝送路で使用する電柱につきまして、電柱の所有者であります西日本電信電話株式会社、ＮＴＴ

福岡支店及び九州電力株式会社壱岐営業所に添架共架申請を行った結果に基づきまして、次のと

おり自営の電柱を設置し、施工する必要が生じたためでございます。 

 電柱の添架共架の申請を、ＮＴＴへ申請本数８０１本、それから九州電力へ１,２１０本、計

２,０１１本の申請をいたしておりました。このうち、強度不足によりまして有償建替が必要な電

柱がＮＴＴが５４本、九州電力が６０本、計１１４本有償建替の必要が生じたものでございます。 

 この１１４本の有償建替の電柱につきまして、有償建替依頼、これはＮＴＴの方へ７本と九州

電力へ４本、計１１本でございますが、有償建替依頼を１１本いたしております。それから、自

営柱設置、これは市の方で設置をするわけでございます。これが１０３本でございます。合計で

１１４本の電柱の建替の必要が生じたものでございます。 
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 それから、元に戻りまして無償建替１６５本ＮＴＴ柱がございますが、これはＮＴＴの方で無

償で建替をしていただくものでございます。 

 次に、吊り線の設置、アース数量の変更について、吊り線の設置につきまして、電気設備技術

基準及び有線電気通信設備等電線施設共架技術基準によりまして、伝送路５００メートルに対し

まして１カ所の設置工事を予定いたしておりましたが、電柱所有者、これは九電でございますが、

一般共架工事基準によりまして電柱５本以下に１本の設置工事の必要が生じましたので、

１２２本を４１４本へ変更して施工する必要が生じたものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〔総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから日程第３、議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤施設整備

工事請負契約の変更について質疑を行います。質疑ありませんか。２２番、近藤団一議員。 

○議員（２２番 近藤 団一君）  この件については、昨年の１１月１２日に請負契約の締結で議

会に提出をされて、その際にも工期、２月２９日の供用開始の件言いましたが間違いないと。そ

れでも不安がありまして、１２月の一般質問で工期についてお尋ねをしましたが２月２９日に間

違いないということで、いろいろ質問はあるんですがそれで納得をしました。 

 そこで、２月の市政だより見ましたけども、２月２９日に供用開始するようなそういう文言も

何もないし、図書館とかいろんな、保育所とかそういうところでのいろんな、市民が利用するそ

ういう文言も全然入ってないし、またオープニングセレモニーも何も入ってないしということで、

この辺どうなっていのかなあという気がいたします。 

 そもそも、当初提出をされたときに、積算工程とか申請の書類作成の段階でこういうことはわ

かっていたはずであり、今になってその変更ということはなかなか腑に落ちないですけども、こ

の辺はしょうがないです。 

 要するに、執行部としては議会に提出をすればまず否決をされないと、そういうことが頭にあ

るのだろうと思いますので、私もあえていろいろありますがもう言いませんが、今の２点につい

てお尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  近藤議員の質問にお答えいたします。 

 まず、工期の問題かと思いますが、今回のこの変更の工事量につきましても、現在請負業者の

方と十分な工期の調整を行っておりまして、一応期日の、２月２９日までにはできるとの回答を

いただいておるところでございます。 

○議長（深見 忠生君）  もう１点は。久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  オープニングセレモニーの件でございますが、今の
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ところ予定いたしておりません。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番 近藤 団一君）  当初の請負契約締結のときに、今ここ持ってますけどもいろん

なことができると、市内各所でできると。そういうことはやはりこの、今月の市政だよりに載せ

るべきじゃないですか。その辺が市民に対する思いやりやないんですかね。その辺はいかがです

か、市長。 

○議長（深見 忠生君）  長田市長。 

○市長（長田  徹君）  議員が言われるとおり、２月の工期も決まっております。その工期がお

くれないようにということで、今調整をしてるようでございますので、当然もう供用開始となっ

たら議員が言われるように載せるべきとこのように思っております。その点、ちょっと載せてい

なかったことに関しましてはおわびを申し上げたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ございませんか。市山繁議員。 

○議員（２１番 市山  繁君）  要するに、そうするとこれは何ですかね、共架基準によって伝

送路５００メートルに１カ所、設置が１２２本の予定じゃったわけですかね。そうすると、それ

が５本以下の１本の設置必要があるということで４１４本に変更したと。そうすると、最終的に

は２８２本に対する増額になるわけですか。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  市山議員の質問にお答えいたします。 

 アース線の数量の変更でございますが、当初が１２２カ所にアース線を設置するようにいたし

ておったわけでございますが、九電の設置基準によりましてこれを４１４本、要するに２９２本

の今回追加のお願いをするものでございます。 

○議長（深見 忠生君）  いいですか、市山議員。５番、坂本拓史議員。（発言する者あり） 

○議員（５番 坂本 拓史君）  有償建替の１本当たりの単価といいますか、依頼分、ＮＴＴと九

電さんには１１本あるわけですけども、この時の単価と自営で立てる場合どのくらいなのかをま

ずもってお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  坂本議員の質問にお答えいたします。 

 有償建替のこの１１本でございますが、１本当たり３０万円から５０万円程度かかるというこ

とでございまして、これにつきましては現在九電さん、それからＮＴＴの方で現在積算中でござ

います。 

 それから、自営の設置でございますが、これにつきましては１本１０万円程度で設置ができます。 

 以上でございます。 
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○議長（深見 忠生君）  坂本議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  非常にアバウトで、３０万円から５０万円、まだ今積算中でとい

うことでございますが、それと自営の分の設置についてはこれは市の、市有地に立てるわけです

かね、それとも個人の分等もあるわけですかね、この中に含まれるわけですか。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  自営中１０３本の内訳でございますけれども、まず

県有地が４０本、それから市有地が４４本、それから民地が１９本でございます。 

○議長（深見 忠生君）  坂本議員。 

○議員（５番 坂本 拓史君）  民地もあるということでございますが、これもちろん借りて年額

でずっとお支払いしていくことで間違いないですかね。それで、そのときの金額というのがわか

りましたらば一緒にお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  民地の借地料でございますけども、これは市の土地

の使用料の基準がございますので、これに準じて使用料をお支払いをするようにいたしておりま

す。宅地の場合でありますと、１,５００円程度というなことになってくるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  ほかにございませんか。１番、音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  近藤議員の質問に若干関連するかと思うわけですが、このイント

ラネット事業を進める上で、電柱に添架や共架する調査をこの契約以前に議会の方に提案をされ

ましたね、予算化されました。電柱の調査を。 

 その調査が不十分であったということになるんじゃないですか。今ここにきて、強度が足りな

いとかいうような事態が今の時点で発生をしておるということは、その時の調査が不十分であっ

たということになりはしませんか。 

 それで、やはり私は今近藤議員が言われたように、これは路線が変わった場合はこういうこと

も生じ得ると思うんで、路線が変わらない状態ですね、こういうのを安易に見えるもんですから。

地中にあるもんならわかりません、その契約変更の値するかもしれません。 

 現に、目で確認できるわけですから、そうしたものをやはりこうして安易に契約変更という形

で提案すべきではないと考えますが、そこら辺の見解を伺いいたしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  音嶋議員の質問にお答えいたします。 

 まず８月に、電柱調査の業務委託を業者の方に行っております。この電柱調査のその内容につ

きましては、まず伝送路、要するにルート調査とか電柱番号、それから添架の工法図等の調査を
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行っております。ですから、この調査の中ではその電柱の要するに強度等の調査は、要するに九

電それからＮＴＴの方がされるものですから、この調査の中には含まれておりません。 

 この調査に基づきまして、市の方から要するにルートを、こういうところをこうして通します

という事前の協議を、九電さんそれからＮＴＴさんの方へ協議いたしております。それで電柱調

査が終わった段階で、使用の電柱予定の一覧表をその電柱所有者の方へ提出をいたしまして、こ

れから九電さん、ＮＴＴさんの方でその電柱の強度の試験、調査をされております。 

 それと、この電柱調査等にも要するに補助事業で取り組んでおりまして、補助の内示後でない

と、こういう調査事業をすることができません。要するに、強度試験までおこなうということに

なれば要するにもう前年度ぐらいに電柱調査を行って、要するに強度試験まで業者の方、九電さ

んＮＴＴさんの方へ行いましてできとればこういう変更は生じないものと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  本来ならば、私が逆に質問する側でありますので、電柱調査にど

れくらいの予算を投じておったのかというのは私が大体を調べておたくたちに質問をしなければ

いけないわけですが、もしおわかりなら幾らぐらい調査費として計上してあったのか、それを報

告願いたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  電柱調査と設計業務、両方合わせまして日本農村情

報システム協会の方へ委託をいたしております。一応、この両方の請負金額で１,９４２万

５,０００円でございまして、このうちにそういう電柱の調査等の金額といたしましては、約

５００万円程度が組まれております。 

 以上でございます。 

○議長（深見 忠生君）  音嶋議員。 

○議員（１番 音嶋 正吾君）  そのうちの５００万円が電柱調査ということですね。そしたら、

結構かかってますね。全体で、そうすると、電柱総数でいいまして２,０００本ですか、調査し

た、今共架しておるのが何本ですか。そしたら、今、両方から、ＮＴＴと九電に共架してるのは

これ２,０１１本という意味ですか。全部で。 

 といいますと、調査費に５００万円かかったわけでしょう、１本に。そして、本数は何本に対

して５００万円ですか、ということは。 

○議長（深見 忠生君）  久田総務部長。 

○総務部長兼郷ノ浦支所長（久田 賢一君）  電柱調査の本数でございますが、２,０１１本でご

ざいます。（「ということは１本２,５００円ということですね、調査費」と呼ぶ者あり） 
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○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  ほかに質疑がありませんので、これで議案第１号についての質疑を終わ

ります。 

 お諮りします。議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事請負契約の変更につい

ては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１号については委員会付託を

省略することに決定いたしました。 

 これから議案第１号について、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから、議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤施設整備工事請負契約の変更についてを

採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、議案第１号壱岐市地域イントラネット基盤

施設整備工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。 

 以上で予定された議事は終了いたしましたが、この際お諮りします。今期臨時会において議決

されました案件について、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、会

議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了しました。 

 これをもちまして平成２０年第１回壱岐市議会臨時会を閉会いたします。ありがとうございま

した。 

午前10時27分閉会 

────────────────────────────── 
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